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　令和４年度兵庫県行政書士会淡路支部定期総会がコロナ禍の中、無事に終了しま
した。２年間、すべての支部行事が中止を余儀なくされ、４月の総会には、２２名
の出席をいただきまして、黙食とノンアルコールでの静かな懇親会でしたが、開催
することができました。理事会では、メールや、グーグルフォームを利用して意見
交換や決議を行い、コロナ禍での売上減少の対策として、支部会計よりコロナ支援
金を支給させていただきました。
　私事になりますが、平成４年に入会してから３０年が経過し、その間、建設業・
医療法人許可・農地法・官民境界確定・開発許可・産業廃棄物処理業・建築業・測
量業登録・入札申請、酒類販売、飲食店、古物商、旅館業、風俗営業許可・車庫証
明・自動車登録・運送業・経理記帳・法人及びＮＰＯ法人設立（登記を除く）・内容証明・
契約書作成・支援金及び助成金、青年等就農計画認定申請等の業務を経験させてい

ただきました。行政書士業務は、一万種類あるとも言われております。今後も、行政書士法第１条の目的であ
る国民の利便に資するため、少しでも市民のみなさまのお役に立てれば幸いです。
　高齢化の進む中、私たち行政書士が、行政と企業との橋渡しを行い「子育てや介護などと両立しながら、男
性も女性も職場で活躍できる」そのような新たな時代を、築いて行く事ができたらと思います。令和４年４月
より、施行される育児・介護休業制度を参考願います。
　会員皆さまの業務にお役に立つ情報を伝達する事、また外部への情報発信として、淡路支部ホームページや
Facebookを作成しております。ご閲覧ご利用をよろしく御願いいたします。

　今年４月に兵庫県淡路県民局長に就任いたしました藤原です。どうぞよろしく
お願いいたします。兵庫県行政書士会淡路支部の皆さまにおかれましては、平素
より県政の推進、淡路県民局の事業の展開につきましてご理解、ご協力を賜り厚
くお礼申し上げます。
　淡路島には「食」「文化」「自然」などの地域資源が豊富にあり、とりわけ古来、
天皇に食材を献上する「御食 (みけつ )国 (くに )」と呼ばれた食材の宝庫で、非
常に魅力的な地域です。残念ながら、現在は、新型コロナウイルス感染症拡大に
より、その魅力を存分に発揮できない状況が続き、島民の皆さまの生活にもあら
ゆる面で影響が出ています。行政書士会の皆さまの業務においても日々ご苦労が
あるのでは、とお察しします。

　さて、淡路県民局では、島民の皆さまとともに、「２０５０年の淡路地域はこうありたい」という姿を描いた “淡
路地域ビジョン2050” を今年３月に策定しました。ビジョンの基本理念「人と自然の “環 (わ )” が広がる淡路
島～「はじまりの島」からはじめらんか～」には、淡路島で暮らす人々の暮らしとそれを支えてきた自然の良
質な関係が “環” となって広がり、誰もが安心して暮らし続けられる環境豊かな島にしよう、という思いが込
められています。そして、日本の「はじまりの島」である淡路島から、新たな取組や挑戦が生まれ、未来に向
かって発展し続ける島を目指します。コロナ禍という困難な状況は続きますが、ビジョンが描く活力あふれる
淡路島を、皆さまと共に創造していきたいと思っています。
　来年には JRや観光事業者などと共同して「兵庫デスティネーションキャンペーン」が予定され、今年はそ
のプレキャンペーンを実施中です。３年後の大阪・関西万博もあわせ、淡路の魅力を国内外に発信する又とな
いチャンスが続きます。この機を捉え、淡路島に多くの方をお迎えできるよう県民局としても努力してまいり
ます。
　もとより、新たな淡路の地域づくり、地域ビジョンの実現には、島民の皆さまの「参画と協働」、行政機関
等との相互の連携が不可欠です。今後とも、行政書士会の皆さまには、地域と行政のパイプ役として、住民の
方々の「頼れる街の法律家」として、さらなるご活躍を期待しております。引き続き、格別のご協力、ご支援
を賜りますようお願い申し上げ、私のごあいさつといたします。

淡路県民局長

藤原 祥隆



　令和４年４月２２日（金）16：00より、海月館にて令和４年度淡路支部定期総会が開催されました。
　樋口正一会員司会のもと、都博志副支部長が開会を宣言し、瀧岡光子支部長から開会のあいさつがありました。
引き続き、司会者から新入会員の紹介及び新入会員である田畑尊靖会員からの自己紹介がなされたあと、支部
会員総数４８名中４２名（うち委任状出席２０名）の出席がある旨の報告がなされました。その後、議長選出
に移り、多田耕造会員が選出されました。議事に先立ち再度定足数の確認が行われ、定足数を満たし有効に成
立するとの宣言があり、記録人及び議事録署名人を選出し、議案審議に入りました。

　今回審議された議案は次の通りです。
　第1号議案　令和３年度　会務及び事業報告　同承認の件
　第2号議案　令和３年度　会計報告・監査報告　同承認の件
　第3号議案　令和４年度　事業計画案　同承認の件
　第4号議案　令和４年度　収支予算案　同承認の件
　第5号議案　その他建議事項

　第１号から第５号議案まで多田議長の取りまとめのもと、審議は円滑かつ
迅速に進行し、すべての議案について異議なく承認可決されました。最後に
大住勝宏副支部長のあいさつにおいて閉会を宣言し、総会を終了しました。
　総会終了後、出席者の集合写真を撮影しました。撮影直前にマスクを外し、
無言状態での撮影となりましたが、久しぶりにマスクの下の顔を見ることが
でき、少し安心した自分がいました。
　その後、アルコールなしの懇親会が開催されましたが、コロナウイルス感染予防のため黙食、会話される場
合はマスク着用のご協力をお願いしました。気を配りながらの懇親会となりましたが、懇親会を開催すること
ができてよかったと思っています。一刻も早く新型コロナウイルス感染症が終息し、例年通り定期総会が盛大
に開催できる日が訪れることを願っております。

令和4年度淡路支部定期総会

　令和３年１２月１３日（月）、洲本市文化体育館にて、淡路支部令和３年度第１回研修会を開催しました。こ
の度の研修会は本会の研修会の映像を、インターネットを介してライブ配信するサテライト研修会となりまし
た。淡路支部では初めての試みとなります。研修会は、神戸支部の谷口昌良先生が講師で淡路会場のサポート
として本会研修部の池口先生と桜井先生が来て下さいました。

　研修内容は「空き家問題を行政書士業務に活かす　～異業種と連携でシナジーを生む～」でした。淡路島で
も少子高齢化が進み空き家は年々増加しています。私が知っている空き家は屋根瓦が隣接する土地に落ちてい
ます。その空き家は数年前から誰も住んでおらず、定期的に誰かが様子を見に来ていることもありません。完
全な空き家状態です。
　空き家問題を解消するには「売る」「貸す」「潰す」の大きく３つあり、「空き家」のままにしない支援が必要
とのことでした。谷口先生は相続や売却、解体など一括して対応するポータルサイトを運用され、登録した地
元業者が相談に乗る仕組みだそうです。数年後には相続登記の義務化が施行される予定なので、今後より一層
空き家問題は発生することと思います。

　行政書士は空き家の所有者と直接関わることは多くありません。直接関わるときといえば、例えば、相続登
記をした司法書士や売却を依頼された不動産業者より、家を相続した所有者から土地の地目が農地のままになっ
ているという相談で非農地証明手続きや農地法第５条許可申請を行うときになるでしょうか。淡路島でもこの
研修会をきっかけに空き家問題に積極的に取り組む会員が現れることを期待しています。

令和３年度淡路支部第１回研修会の報告

宮崎 正行

宮崎 正行



　令和4年 6月 3日 (金 )、淡路支部の日帰り親睦旅行に参加させていただきました。
当初は2月の予定でしたが新型コロナウィルスの影響を受け兵庫県では、まん延防止等重点措置の実施期間が
３月６日まで延長される等まだまだ新型コロナウィルスが猛威をふるっていたため、一度延期となっていまし
た。ようやく感染者数も落ち着いてきましたので今回の参加者7名全員、感染対策をしっかり行い京都への楽
しい旅行に向け出発しました。
　まず最初に訪れたのは平安神宮でした。こちらでは花菖蒲が見ごろを迎えており水辺に咲く色とりどりの美
しい花菖蒲に癒やされました。蒼龍池を渡る時の臥龍橋（がりゅうきょう）と称される石があるのですが池に
落ちないよう慎重に一歩ずつ足を乗せて渡りました。その後お昼には、がんこ高瀬川二条苑で美味しい食事を
いただきました。コロナ対策として食事以外はマスクを着用しての昼休憩となりましたが支部の先輩方との楽
しい会話に、あっという間に出発の時間となりました。

　次は京都鉄道博物館でした。入場してすぐに、ＳＬ機関車があり鬼滅好きの私は煉獄さんの無限列車編を思い
出しました。こちらの施設は思った以上に広く子供の時に見た懐かしい新幹線や3階の展望デッキからは五重
の塔を見る事ができたりと見どころ満載でした。
　その後、最後は金閣寺に行き、金閣寺の屋根の上
にある金の鳳凰が光り輝いていたのが印象に残って
います。旅行日は気候的にも恵まれ自然の涼しい風
を感じながらの観光となりました。歩いた後は京都
といえば抹茶！という事で、皆さんで抹茶ソフトを
堪能しました。
　今回は少人数での旅行となりましたが大人の修学
旅行のような本当に楽しい1日でした。このような
楽しい企画を考えてくださって、お世話してくださ
いました支部の先生方に感謝申し上げます。

令和４年度淡路支部親睦旅行 中尾美和

令和４年１０月１１日（火） 9：00～12：00
（受付11:30まで）

南あわじ市役所第２別館３階 多目的ホール

淡路市役所２号館３階 大会議室

洲本市役所本庁舎4階 会議室

0799-42-5968
（法の日 無料相談担当　宮崎宏明）

（予約不要）

コロナ蔓延防止・緊急事態宣言が発令された場合は、中止といたします。

問い合わせ先
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桜　井　智　也 淡路市野島蟇浦127番地４

淡路市志筑3111番地67

さくらい ともや

656-1721

656-2131

090-5046-9217

050-5373-1678

070-8349-1761

0799-62-3206

（令和４年８月３１日現在 ４９名）

501 6 0799-70-7283

川　端　英　樹
かわばた ひでき

淡路市下河合622番地1656-1522秋　山　康　慶
あきやま たいけい

洲本市塩屋1丁目1番17号656-0021 0799-25-3230武　田　　  茂
たけだ しげる



南あわじ市神代地頭方1264番地656-0456 0799-20-5333

洲本市物部1丁目18番40号

洲本市山手２丁目１番５８号

656-0051 0799-24-0640

谷　口　直　美
たにぐち なおみ

南あわじ市阿那賀1524番地1656-0661 0799-20-1197

050-5235-9002

中　尾　美　和
なかお みわ

南あわじ市阿万吹上町５２番地１656-0542 090-7105-1631田　畑　尊　靖
たばた たかやす
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井筒好信

令和 4年度兵庫県行政書士会淡路支部および兵庫県行政書士会（本会）役職

大住勝宏 瀧岡光子 山口昌志 三木秋穂

　行政書士は、国民と行政とのきずなとして、国民の生活向上と社会の

繁栄進歩に貢献することを使命とする。

1. 行政書士は、使命に徹し、名誉を守り、国民の信頼に応える。

2. 行政書士は、国民の権利を擁護するとともに義務の履行に寄与する。

3. 行政書士は、法令会則を守り、業務に精通し、公正誠実に職務を行う。

4. 行政書士は、人格を磨き、良識と教養の陶冶を心がける。

5. 行政書士は、相互の融和をはかり、信義に反してはならない。
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https://www.facebook.com/awaji.hyogokai


